
〇海技資格及び海技試験等に関する達 

平成２年１月 31日 

海上自衛隊達第３号 

                              改正 平成 10年 12月２日 海上自衛隊達第 30号〔補給本部等の新設

に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達 63条による改正〕 

平成 15年 10月 21日 海上自衛隊達第 40号〔第１次改正〕 平

成 17年３月 16日 海上自衛隊達第８号〔第２次改正〕 平成 17

年８月 22日 海上自衛隊達第 34号〔第３次改正〕 平成 19年１

月９日 海上自衛隊達第１号〔防衛省移行に伴う関係自衛隊達等

の整理に関する達第 49条による改正〕 

平成 20年３月 31日 海上自衛隊達第 28号［第４次改正］ 平成

20年４月 30日 海上自衛隊達第 36号〔海上自衛隊史取扱規則等

の一部を改正する達第 27条による改正〕 

平成 23年４月１日 海上自衛隊達第 11号〔防衛省行政文書

管理規則の制定に伴う関係海上自衛隊達の一部を改正する

達第 29条による改正〕 

平成 29年 10月 31日海上自衛隊達第 27号[音響測定隊の編制等

の細部に関する達附則 14項による改正] 

平成 29年 11月 30日海上自衛隊達第 30号[海上自衛隊の使用す

る船舶の主要性能の調査に関する達等の一部を改正する達９条

による改正] 

平成 31年３月 29日海上自衛隊達第７号[第５次改正] 

船舶の配員の基準に関する訓令(昭和 60年防衛庁訓令第２号)第 10条の規定に基づき、海

技資格及び海技試験等に関する達を次のように定める。 

 

海技資格及び海技試験等に関する達 

 

目次 

第１章 総則(第１条・第２条) 

第２章 海技資格 

第１節 海技資格の付与についての上申(第３条) 

第２節 海技資格の有効期間の更新(第４条―第 10条) 

第３節 海技資格の取消し又は停止(第 11条) 

第３章 海技試験 

第１節 受験手続(第 12条―第 16条) 

第２節 海技試験の実施(第 17条―第 27条) 

第３節 受験資格のための乗船経歴(第 28条―第 30条) 

第４章 海技審査委員会(第 31条―第 34条) 

第５章 雑則(第 35条―第 38条) 

附則 

第１章 総則 

(趣旨) 

第１条 この達は､海上自衛官(支援船の運航､支援船の機関の運転又は支援船の操縦に従事

するために採用された非常勤の隊員(以下｢支援船隊員｣という｡) を含む｡) の海技資格及

び海技試験等の実施に関して必要な事項を定めるものとする｡ 

(定義) 

第２条 この達において､次の各号に掲げる用語の意義は､当該各号に定めるところによる｡ 

⑴ 訓令 船舶の配員の基準に関する訓令(昭和 60年防衛庁訓令第２号) をいう｡ 



⑵ 海技資格 訓令第２条第１項から第３項までに規定する運航１級､運航２級､運航３級

及び運航４級並びに機関１級､機関２級､機関３級及び機関４級並びに操縦小型１級及び

操縦小型２級の資格をいう｡ 

⑶ 海技試験 訓令第７条に規定する海技試験をいう｡ 

⑷ 海技審査委員会 訓令第９条に規定する中央海技審査委員会及び地方海技審査委員会

の総称をいう｡ 

⑸ 部隊等 海上幕僚監部並びに防衛大臣直轄部隊及び当該部隊の編成に加わる各級の部

隊並びに機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む｡) をいう｡ 

第２章 海技資格 

第１節 海技資格の付与についての上申 

(海技資格の付与についての上申) 

第３条 海上幕僚長は､訓令第４条第１項､同条第２項又は同条第３項に該当する者につい

て､海技審査委員会の委員長(以下｢委員長｣という｡) から海技資格付与申請書(別記様式第

１) の提出を受けたときは､海技資格の付与についての上申を行うものとする｡ 

２ 第１術科学校長は､海曹士専修科小型船舶運航課程を修了した海上自衛官について､前項

の申請書を当該者の海技資格及び海技試験に関する事務を担当する海技審査委員会(以下

｢担当海技審査委員会｣という｡) に通知するものとする｡ 

３ 部隊等の長(クルーを置く部隊に所属する自衛艦の長を除く｡)及びクルー長(以下｢部隊

等の長等｣という｡) は､訓令別表第２に規定する免許を受けた者があるときは､第１項の申

請書に海技免状の写しを添えて担当海技審査委員会に通知するものとする｡ 

第２節 海技資格の有効期間の更新 

(更新についての上申) 

第４条 海上幕僚長は､海技資格の有効期間が満了する者について､委員長から海技資格有効

期間更新申請書(別記様式第２) の提出を受けたときは､訓令第５条第２項の規定に基づき

当該者に係る海技資格の更新について上申を行うものとする｡ 

(更新に関する事務) 

第５条 海技資格の有効期間の更新に関する事務は､３等海尉以上の海上自衛官(以下｢幹部｣

という｡) については中央海技審査委員会において､准海尉以下の海上自衛官及び支援船隊

員については地方海技審査委員会において､それぞれ行うものとする｡ 

(更新のための手続) 

第６条 部隊等の長等は､海技資格の有効期間が満了する者があるときは､海技資格有効期間

更新調書(別記様式第３) 及び海技資格有効期間更新調書付表(別記様式第４) を有効期間

が満了する日の１年前から 30日前までの間(以下｢更新手続期間｣という｡)に､担当海技審

査委員会に送付するものとする｡ただし､海外出張､他省庁出向その他やむを得ない理由(次

項において｢海外出張等｣という｡) により更新のための手続を行うことが困難であると認

められる者については､更新手続期間前においても､更新のための手続を行うことができ

る｡ 

２ 前項ただし書の場合においては､当該海外出張等の発令の日前１年以内に､更新のための

手続を行うものとする｡ 

(更新のための審査) 

第７条 海技資格の更新のための審査は､海技審査委員会において､送付された海技資格有効

期間更新調書及び海技資格有効期間更新調書付表に基づいて､当該者が次条又は第 10条の

規定による更新のための乗船経歴又は知識及び経験を有するか否かについて行うものとす

る｡ 

(更新のための乗船経歴を有する者) 

第８条 訓令第５条第３項第１号の規定に基づき海上幕僚長が定める乗船経歴を有する者



は､船舶の運航､機関の運転については､次の第１号から第４号に掲げる１以上の経歴(いず

れも付与された海技資格の有効期間が満了する日以前５年以内のものに限る｡)を通算して

１年以上有する者とし､船舶の操縦については､次の第５号に掲げる経歴(付与された海技

資格の有効期間が満了する日以前５年以内のものに限る｡) を通算して１月以上有する者

とする｡ 

⑴ 艦長､艇長､船長､クルー長若しくは副長又は機関長として乗り組んだ経歴 

⑵ 飛行科､補給科及び衛生科(次号において｢飛行科等｣という｡) を除く各科に配置され

た者又はこれに準ずる者として乗り組んだ経歴 

⑶ 飛行科等に配置された者で､航海中において､当直士官又は副直士官として乗り組んだ

経歴 

⑷ 海上部隊の司令官､司令､幕僚長､幕僚､副官その他の司令部勤務の者若しくは隊勤務の

者又はこれらに準ずる者として乗り組んだ経歴 

⑸ 基準排水量 33.3トン未満の船舶の操縦に従事した経歴 

(更新のための乗船経歴の期間の計算) 

第９条 前条に定める乗船経歴の期間は､乗船発令日から起算し､海技資格の有効期間が満了

する日の 30日前又は離船発令日までを暦日に従つて計算する｡ 

２ 前項の場合において､月又は年の始めから起算しないときは､その期間は最後の月又は年

における起算日に応当する日の前日をもつて満了する｡ただし､最後の月又は年に応当日が

ないときは､その月の末日をもつて満了するものとする｡ 

３ 乗船期間が連続していない場合で､１月に満たない乗船日数は､合算して 30日になると

きは１月とし､１年に満たない乗船月数は､合算して 12月になるときは１年として計算す

る｡ 

(更新のための知識及び経験を有する者) 

第 10条 訓令第５条第３項第２号の規定に基づき､第８条に規定する者と同等以上の知識及

び経験を有する者は､次の各号に掲げる者とする｡ 

⑴ 海技資格の有効期間が満了する日以前５年以内に､次のアからウまでに掲げる１以上

の業務について､別に定める職務に通算して１年以上従事した者｡ただし､船舶の操縦に

ついては､ウに掲げる業務について､別に定める職務に通算して１月以上従事した者 

ア 監察 

イ 海技試験(口述試験の試験官の業務は１回を半年として換算する｡) 

ウ 防衛大学校又は海上自衛隊の学校若しくは教育訓練を任務とする部隊における船舶

の運航､機関の運転若しくは船舶の操縦に関する教育又は訓練の指導 

⑵ 海技資格の有効期間の満了する日以前５年以内に､別に定める教育課程又は講習等を

修了した者 

⑶ 海技資格の有効期間の満了する日以前１年以内に､別に定める資格更新のための講習

を修了した者 

第３節 海技資格の取消し又は停止 

(資格の取消し又は停止についての報告) 

第 11条 部隊等の長等は､訓令第６条第１項各号のいずれかに該当すると認められる者があ

るときは､速やかに理由を付して海上幕僚長に報告しなければならない｡ 

第３章 海技試験 

第１節 受験手続 

(受験手続) 

第 12条 部隊等の長等は､当該部隊等に所属する自衛官のうち､海技試験を受けようとする

者について､海技試験受験者名簿を作成して､これを筆記試験開始日の 60日前から 30日前

までの間(以下｢受験手続期間｣という｡) に､中央海技審査委員会及び担当海技審査委員会



に送付するものとする｡この場合において､海技試験を受けようとする者が､訓令別表第８

の資格の欄に掲げる資格を有する者である場合には､海技試験受験者名簿に､次に掲げる書

類を添えて､担当海技審査委員会に送付するものとする｡ 

⑴ 海技免状の写し 

⑵ 修得単位証明書 

⑶ 乗船履歴証明 

⑷ 筆記試験に合格している者にあつては､国土交通大臣の交付した筆記試験合格証明書

(第 20条第１項において｢筆記試験合格証明書｣という｡) 

⑸ 国土交通大臣の認定する認定海技免許講習機関で実施する上級航海英語講習又は上級

機関英語講習を修了した者にあつては､当該上級航海英語講習の修了証明書又は当該上

級機関英語講習の修了証明書(第 20条第４項において｢講習修了証明書｣という｡) 

２ 前項の海技試験受験者名簿の様式その他海技試験の受験手続に関する細目的事項は､海

上幕僚監部人事教育部長から通知させる｡ 

(受験資格等の審査) 

第 13条 受験資格等の審査は､担当海技審査委員会において､訓令第６条第３項及び第４項

並びに訓令第８条の規定に基づき行うものとする｡ 

２ 前項の審査の結果､当該海技試験を受けることができない者又は受験資格を有しない者

があるときは､委員長は､当該者にその旨を通知するものとする｡ 

(受験者の異動) 

第 14条 部隊等の長等は､第 12条第１項の規定により送付した海技試験受験者名簿に記載

された者(以下｢受験者｣という｡) が地方海技審査委員会の担当を異にして異動(以下｢異

動｣という｡)するときは､直ちにその旨を異動前の地方海技審査委員会に通知するものとす

る｡ 

２ 前項の規定による通知を受けた地方海技審査委員会は､当該受験者が前条に規定する審

査に合格している場合には､その都度直ちに第 12条第１項の規定により送付された書類を

異動先の地方海技審査委員会に移送するものとする｡ 

(受験地変更の届出) 

第 15条 部隊等の長等は､当該部隊等に所属する受験者について､艦船の行動その他の理由

により受験地を変更する必要のある場合には､その旨を試験実施日の 10日前までに担当海

技審査委員会に届け出るものとする｡ 

(海技試験の委託) 

第 16条 中央海技審査委員会又は地方海技審査委員会は､前条の届出を受けた場合には､海

技試験の実施を当該海技審査委員会以外の海技審査委員会に委託することができる｡ 

２ 前項の規定により委託する海技審査委員会は､受託する海技審査委員会に､委託する者の

海技試験受験者名簿を送付するものとする｡ 

３ 海技試験の実施を受託した海技審査委員会は､試験の終了後速やかに筆記試験の答案又

は口述試験判定表(別記様式第５) を担当海技審査委員会に送付するものとする｡ 

第２節 海技試験の実施 

(試験問題の作成等) 

第 17条 学科試験の問題は､中央海技審査委員会が作成し､地方海技審査委員会に配布する

ものとする｡ 

２ 海上幕僚長は､学科試験の合格基準その他必要な事項を､海技審査委員会に指示する｡ 

(部隊等の長等の協力) 

第 18条 委員長は､学科試験の実施に関し､部隊等の長等に対して試験場の設置､監督者及び

試験官の派出等必要な協力を求めることができる｡ 

２ 前項の協力を求められた部隊等の長等は､特別の事情のない限りこれに応じるものとす



る｡ 

(海技試験の区分) 

第 19条 海技試験は､定期海技試験と臨時海技試験の２種類とし､定期海技試験は年２回行

う｡ 

２ 臨時海技試験においては､学科試験の一部を省略することができる｡ 

(筆記試験の免除) 

第 20条 受験者が訓令第７条第３項又は第４項に該当する場合のほか､部隊等の長等が第

12条第１項の規定により送付した海技試験受験者名簿に記載されている受験者のうち､筆

記試験合格証明書が添付されている受験者については､当該筆記試験合格証明書に対応す

る筆記試験を免除する｡ 

２ 訓令第７条第５項に規定する講習を修了した者については､当該講習を修了した日から

海上自衛隊を退職する日の前日までの間筆記試験を免除する｡ 

３ 前項の講習の実施の細部については､別に定める｡ 

４ 部隊等の長等が第 12条第１項の規定により送付した海技試験受験者名簿に記載されて

いる受験者のうち､講習修了証明書が添付されている受験者については､運航２級又は機関

２級の筆記試験のうち､英語を免除することができる｡ 

(試験場の設置) 

第 21条 委員長は､学科試験の実施に当たつては､受験者数､試験場の収容能力等を考慮して

適当な試験場を設置するものとする｡ 

(筆記試験の監督者) 

第 22条 筆記試験の実施に当たつては､おおむね受験者５０名につき２名の割合で監督者を

置くものとする｡ 

２ 監督者は､海技審査委員会の委員(以下｢委員｣という｡)､又は海技審査委員会が適当と認

める幹部をもつて充てる｡ 

３ 監督者は､海技審査委員会の指示を受け試験場において受験者の監督､問題の配布等に当

たるものとする｡ 

４ 監督者は､不正行為を行う者があるときは､これを海技審査委員会に報告し､また必要と

認めるときは､その者の受験を停止させるものとする｡ 

(口述試験) 

第 23条 口述試験は､訓令第８条第１項に規定する受験資格を有し､かつ､筆記試験に合格し

た者に対して行う｡ 

２ 口述試験は､３名以内を１組とする受験者に対し試験官２名をもつて行うのを標準とす

る｡ 

３ 試験官は､委員又は海技審査委員会が委員と同等以上の知識及び経験を有すると認める

者(海上自衛官にあつては､運航１級又は機関１級の海技資格を有し､かつ､３等海佐以上の

者に限る｡)をもつて充て､委員長がその都度指名する｡ 

４ 試験官は､各問題ごとに示された採点基準により採点し､結果を口述試験判定表に記入す

る｡ 

(身体検査) 

第 24条 受験者のうち､口述試験を受けようとする者は､受験手続期間終了の日前１年以内

に海技試験身体検査合格証明書(別記様式第６) 検査項目欄に掲げる検査を受け､その結果

について､医師である隊員(以下｢医官｣という｡) の証明を受けなければならない｡ただし､

受験手続期間終了の日前１年以内に定期の健康診断を受診している場合には､その結果に

ついて､当該受験者の身体歴の整備保管責任者が証明することをもつて､検査の結果の証明

に代えることができる｡ 

２ 部隊等の長等は､受験者のうち､前条の口述試験を受けようとする者があるときは､海技



試験身体検査合格証明書を口述試験実施日の 10日前までに担当海技審査委員会に送付す

るものとする｡ 

３ 第１項の規定は､第６条に規定する更新のための手続を行う場合に準用する｡ 

(合格者の決定等) 

第 25条 合格者の決定は､海技試験の結果に基づいて海技審査委員会において行う｡ 

２ 口述試験の実施後に異動した受験者の合格の決定及び当該者に係る第３条第１項に規定

する海上幕僚長への海技資格付与申請書の提出は､異動前の海技審査委員会において行う｡ 

(試験問題等の保管) 

第 26条 試験問題及び答案の保管は､海技審査委員会において厳重に行うものとする｡ 

２ 答案､口述試験判定表及び海技試験身体検査合格証明書の保存期間は､試験実施日の属す

る年度の翌年度の４月１日から起算して１年とする｡ 

(試験結果の無効) 

第 27条 委員長は､不正行為を行つた受験者の試験結果を無効とする｡ 

第３節 受験資格のための乗船経歴 

(受験資格として必要な乗船経歴) 

第 28条 訓令別表第５､別表第６及び別表第７に規定する受験資格に該当する船舶の運航及

び機関の運転に従事した乗船経歴は､次の各号に掲げる乗船経歴をいう｡ただし､同一期間

の経歴が次の各号に掲げる乗船経歴に同時に該当する場合にあつては､いずれか一方の乗

船経歴とする｡ 

⑴ 船舶の運航に従事した乗船経歴 

ア 艦長､艇長､船長､クルー長若しくは副長又は航海中において当直士官若しくは副直

士官として勤務する者として乗り組んだ経歴 

イ 機関科､飛行科､補給科及び衛生科を除く各科に配置された者(電信員及び電子整備

員を除く｡) 又はこれに準ずる者として乗り組んだ経歴 

⑵ 機関の運転に従事した乗船経歴 

ア 機関長若しくは機関士又は航海中において機関室副直士官として勤務する者として

乗り組んだ経歴 

イ 機関科に配置された者又はこれに準ずる者として乗り組んだ経歴 

２ 海上部隊の司令官､司令､幕僚長､幕僚(機関の運転に関する幕僚を除く｡)､副官その他の

司令部勤務の者若しくは隊勤務の者又はこれらに準ずる者として乗り組んだ経歴は､前項

第１号に掲げる乗船経歴とみなす｡ 

３ 機関の運転に関する幕僚又はこれに準ずる者として乗り組んだ経歴は､第１項第２号に

掲げる乗船経歴とみなす｡ 

(受験資格のための乗船経歴の期間の計算) 

第 29条 第９条の規定は､前条の乗船経歴の期間の計算について準用する｡この場合におい

て､第９条中｢海技資格の有効期間が満了する日の 30日前｣とあるのは｢筆記試験開始日の

30日前｣と読み替えるものとする｡ 

(異なる乗船経歴の合算) 

第 30条 １の海技資格について､訓令別表第５及び第７の経歴中期間の欄に掲げる必要な乗

船期間に達しない２以上の異なる経歴を有するときは､それぞれの期間の欄に掲げる最短

乗船期間の比例により､いずれか最短乗船期間の長い方の経歴に換算して､これを通算する

ことができる｡ 

２ １の海技資格について､訓令別表第８の経歴の欄に掲げる必要な乗船期間に達しない経

歴は､同別表第５の経歴中期間の欄に掲げる必要な乗船期間に達しない経歴に通算するこ

とができる｡ 

第４章 海技審査委員会 



(海技審査委員会の事務) 

第 31条海技審査委員会は､訓令及びこの達の定めるところにより次の各号に掲げる事務を行

う｡ 

⑴ 海技資格に関すること｡ 

⑵ 海技試験に関すること｡ 

⑶ 前各号に掲げるもののほか､海技審査委員会の運営に関して必要とする事項 

(委員長及び委員) 

第 32条 委員長は､会務を総理する｡ 

２ 委員は議事に参加するほか､この達及び委員長の命ずるところにより会務を分担するも

のとする｡ 

３ 委員長は､委員の交替を必要と認めるときは､速やかに海上幕僚長に報告するものとす

る｡ 

(庶務) 

第 33条 海技審査委員会の庶務は､中央海技審査委員会にあつては海上幕僚監部人事教育部

人事計画課において､地方海技審査委員会にあつては地方総監部管理部人事課において､そ

れぞれ行う｡ 

２ 海上自衛隊東京業務隊は､中央海技審査委員会の事務に関し､海上幕僚監部人事教育部人

事計画課を支援する｡ 

(議事) 

第 34条 海技審査委員会は､委員長が招集する｡ 

２ 海技審査委員会の議事は､訓令第９条第４項第１号又は第５項第１号に該当する委員１

名以上及び同条第４項第２号又は第５項第２号に該当する委員１名以上を含む４名以上の

参加がなければ議決することができない｡ 

３ 海技審査委員会の議事は､議事に参加した委員の過半数でこれを決し､可否同数のときは

委員長の決するところによる｡ 

第５章 雑則 

(海技資格の付与等の通知) 

第 35条 委員長は､海技資格を付与された者､海技資格の有効期間の更新を認められた者､海

技資格を取り消され､若しくは停止された者､筆記試験のみに合格した者及び筆記試験の一

部の試験科目が基準点に達した者について､それぞれの所属する部隊等の長等に通知する｡ 

(異議の申立て) 

第 36条 海上自衛官は､海技資格の付与､更新､取消又は停止について異議があるときは､部

隊等の長等に申し立てることができる｡ 

２ 部隊等の長は､前項の異議の申立てがあり､必要と認めるときは､担当海技審査委員会の

意見を得て､海上幕僚長に上申するものとする｡ 

(試験結果等の記録及び保管) 

第 37条 受験者の学科試験成績､身体検査の判定及び資格の付与に関する事項は､海技審査

委員会において保管しなければならない｡ 

(委任規定) 

第 38条 この達の実施に関し必要な細部事項は､海技審査委員会が定める｡ 

附 則 

１ この達は、平成２年２月１日から施行する。 

２ 海技審査委員会の運営等に関する達(昭和 38年海上自衛隊達第 89号)は、廃止する。 

   附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成 10年 12月８日から施行する。 

附 則〔第１次改正による附則〕 



この達は、平成 15年 10月 21日から施行する。 

附 則〔第２次改正による附則〕 

この達は、平成 17年３月 16日から施行する。 

附 則〔第３次改正による附則〕 

この達は、平成 17年８月 22日から施行する。 

附 則〔防衛省移行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則抄〕 

１ この達は、平成 19年１月９日から施行する。 

２ この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式(この達の第３０条による 

改正前の様式を除く。)の用紙は、当分の間これを補正して使用することができる。 

附 則〔海上自衛隊史取扱規則等の一部を改正する達の附則〕 

この達は、平成 20年４月 30日から施行する。 

   附 則〔防衛省行政文書管理規則の制定に伴う関係海上自衛隊達の一部を改正する 

達の附則〕 

この達は、平成 23年４月１日から施行する。 

   附 則〔音響測定隊の編成等の細部に関する達の附則抄〕 

１ この達は、平成 29年 11月１日から施行する。 

   附 則〔海上自衛隊の使用する船舶の主要性能の調査に関する達等の一部を改正する

達の附則〕 

 この達は、平成 29年 11月 30日から施行する。 

附則〔第５次改正による附則抄〕 

(施行期日) 

１ この達は､平成 31年３月 29日から施行する｡ 

(海技試験受験願書に関する経過措置) 

２ この達の施行日前にこの達による改正前の海技資格及び海技試験等に関する達第 12条

の規定に基づき提出した海技試験受験願書(甲)､海技試験受験願書(乙) 及び海技試験受験

願書(丙) については､なお従前の例による｡ 

(海技資格付与申請書､海技資格有効期間更新申請書､海技資格有効期間更新調書及び海技

資格有効期間更新調書付表に関する経過措置) 

３ この達の施行の際現にこの達による改正前の海技資格及び海技試験等に関する達第３条

第１項に規定する別記様式第１に掲げる事項を記載した海技資格付与申請書､第４条に規

定する別記様式第２に掲げる事項を記載した海技資格有効期間更新申請書､第６条に規定

する別記様式第３に掲げる事項を記載した海技資格有効期間更新調書及び同条に規定する

別記様式第４に掲げる事項を記載した海技資格有効期間更新調書付表は､この達による改

正後の海技資格及び海技試験等に関する達第３条第１項に規定する別記様式第１に掲げる

事項を記載した海技資格付与申請書､第４条に規定する別記様式第２に掲げる事項を記載

した海技資格有効期間更新申請書､第６条に規定する別記様式第３に掲げる事項を記載し

た海技資格有効期間更新調書及び同条に規定する別記様式第４に掲げる事項を記載した海

技資格有効期間更新調書付表とみなす｡ 

(様式の用紙に関する経過措置) 

４ この達の施行の際現に存するこの達による改正前の海技資格及び海技試験等に関する達

別記様式第１から別記様式第４までの様式による用紙は､当分の間､これを修正した上で使

用することができる｡ 



12

別記様式第１ (第３条､ 第25条関係)

付与されるべき海技資格 所 属 階級 氏 名
認識番号

(下６桁)
記 事

発 簡 番 号

年 月 日

殿

発簡者名 �

海 技 資 格 付 与 申 請 書

注：記事欄には､ 海技試験回次､ 海曹士専修科小型船舶運航課程期別､ 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和26年法律第149号) 第５

条又は第23条の３に規定する免許の資格 (取得年月日を含む｡) を記載する｡

(Ａ４判)



13

別記様式第２ (第４条関係)

保有資格

(付与年月日)
所 属 階級 氏 名

認識番号

(下６桁)
記 事

発 簡 番 号

年 月 日

殿

発簡者名 �

海 技 資 格 有 効 期 間 更 新 申 請 書

(Ａ４判)



別記様式第３ (第６条､ 第７条関係)

保有資格

(付与年月日)
所 属 階級 氏 名

認識番号

(下６桁)
更新根拠

発 簡 番 号

年 月 日

殿

発簡者名 �

海 技 資 格 有 効 期 間 更 新 調 書

注：更新根拠欄には､ 海技資格有効期間更新調書付表 (別記様式第４) の ｢更新根拠｣ に該当する番号を ｢１｣､ ｢２―�｣､ ｢２―�｣､

｢２―�｣ と記入する｡

(Ａ４判)



別記様式第４ (第６条､ 第７条､ 第24条関係)

海 技 資 格 有 効 期 間 更 新 調 書 付 表

更新根拠

保 有 資 格
(付与年月日) 所 属

(異動年月日)
階 級

(昇任年月日)

ふ り が な
氏 名
(認識番号下６桁)(前回更新年月日)

( . . )

( . . ) ( . . ) ( )( . . )

検査項目 合 格 基 準 検査結果 判 定

視 力
(５メートルの距離で万
国視力表による｡)

視力 (矯正視力を含む｡) が両
眼共に0.6以上であること｡

右

左
合 否

弁 色 力
(機関１級から機関４級
までの資格についての試
験にあっては行わない｡)

色盲又は強度の色弱でないこと｡ 合 否

聴 力
５メートル以上の距離で話声語
を弁別できること｡

右

左
合 否

眼疾患の有無
眼疾患があっても軽症で勤務に
支障を来たさないと認められる
こと｡

合 否

疾病の有無
及 び 体 格

疾病又は身体の故障があっても
軽症で勤務に支障を来たさない
と認められること｡

合 否

身体検査又は定期の健康診断の実施年月日 年 月 日

医官官職氏名 印
(身体歴の整備保管責任者官職氏名)

印
注：１ 更新手続期間終了の日前１年以内に実施した身体検査又は定期の健康

診断の結果が証明されているものを有効とする｡
２ 第24条第２項ただし書の規定を適用する場合は､ 身体歴の整備保管責
任者の官職氏名を記入し､ 押印するとともに､ 判定医官官職氏名 ｢(押
印省略)｣ を併記する｡

艦船名 基準排水量 配置 乗船期間 年月数 記事 照合

. . ～ . . ・

. . ～ . . ・

. . ～ . . ・

計 ・

１. 海技資格の有効期間の更新のために乗船経歴を有する者 (運航､ 機関､ 操縦とも

共通)

(Ａ４判)

部隊等名 配置 勤務期間 年月数 記事 照合

. . ～ . . ・

. . ～ . . ・

. . ～ . . ・

２. 乗船経歴を有する者と同等以上の知識及び経歴を有する者

� 別に指定する業務に通算して１年 (操縦については１月) 以上従事した者

課程又は講習名 受講等期間 記事 照合

. . ～ . .

� 別に指定する教育訓練又は講習を修了した者

保有資格 受講地 受講年月日 委員証明印

� 海技資格更新講習を受講した者

注 艦船名欄には､ クルーを置く部隊においてクルーに所属する者は､ クルーに発

令されている全期間分を､ クルーとして乗船する全艦船名を併記して記入する｡



別記様式第５ (第16条､ 第23条､ 第26条関係)

口 述 試 験 判 定 表

試験官氏名 �

試験回次

試 験 場

試験区分

所属・
階級
氏名

出題順

科 目

問題番号
得 点

科 目

問題番号
得 点

科 目

問題番号
得 点

１

２

３

４

５

６

７

合計得点

判 定

(得点率及び

合否)

％

合 否

％

合 否

％

合 否

注：１ 得点記入後 ｢注意｣ とする｡

２ 各試験官が､ それぞれ受験者１組について１枚ずつ作成する｡

３ 判定の項は､ 海技審査委員会で記入する｡

(Ａ４判)



別記様式第６ (第24条､ 第26条関係)

海 技 試 験 身 体 検 査 合 格 証 明 書

受験資格
所属配置

(異動年月日)

階 級

(昇任年月日)

ふ り が な

氏 名

(認識番号下６桁)

( . . ) ( . . ) ( )

身 体 検 査

検査項目 合 格 基 準 検査結果 判 定

視 力

(５メートルの距離で万

国視力表による｡)

視力 (矯正視力を含む｡) が両

眼共に0.6以上であること｡

右

( )

左

( )

合 否

弁 色 力

(機関１級から機関４級

までの資格についての試

験にあっては行わない｡)

色盲又は強度の色弱でないこと｡ 合 否

聴 力
５メートル以上の距離で話声語

を弁別できること｡

右

左

合 否

眼疾患の有無

眼疾患があっても軽症で勤務に

支障を来たさないと認められる

こと｡

合 否

疾病の有無

及 び 体 格

疾病又は身体の故障があっても

軽症で勤務に支障を来たさない

と認められること｡

合 否

身体検査又は定期の健康診断の実施年月日

年 月 日

医官官職氏名

印

(身体歴の整備保管責任者官職氏名)

印

注：１ 受験手続期間終了の日前１年以内に実施した身体検査又は定期の健康

診断の結果が証明されているものを有効とする｡

２ 第24条第２項ただし書の規定を適用する場合は､ 身体歴の整備保管責

任者の官職氏名を記入し､ 押印するとともに､ 判定医官官職氏名 ｢(押

印省略)｣ を併記する｡


